
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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事務所 高層の事務所が建ち並ぶ
官公庁の多い商業地域

溜池山王270 m

幹線道路沿いに事務所ビルや
官公庁が建ち並ぶオフィス街

４４ｍ都道 溜池山王駅　東方270 m

景気は緩やかに回復しているが、米国通商政策等による不透明感があ
る。金融機関の融資姿勢は緩和が続いている。

隣接する虎ノ門地区で再開発事業が進捗しており、当地区を含む周辺
地域全体の事務所集積が進んでいる。

個別的要因の変動は特にない。

虎ノ門駅周辺の再開発事業が進捗し、事務所の集積度が飛躍的に高まりつつある。虎ノ門地区と官庁街との接点
部に位置し、官公庁関連業種の底堅い需要が見込めることから、今後も堅調に推移すると予測する。
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更地としての鑑定評価
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格試算に当たって採用した取引事例はいずれも千代田区・中央区にある高層事務所地の事例で、収益価格試算に
当たって採用した各諸元はいずれも最近の実態を反映している。当地区における土地需要としては、収益目的のほか、
大手企業による自社ビル保有目的もあり、収益性以外の外部効果も考慮される面がある。よって、比準価格を標準とし
、収益価格を比較考量し、指定基準地等との均衡に留意し、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は千代田区・港区内の幹線道路沿いの業務系高度商業地域である。需要者は大手の不動産会社、事業法人、
投資法人、生命保険会社等が中心である。隣接する虎ノ門地区では再開発事業により事務所集積が進んでいる。オフィ
スは空室率が低下傾向にあり、賃料は上昇傾向に転じている。中心となる価格帯は比較的規模のまとまった土地の取引
が中心であることから、土地の場合で１００億円以上となる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

千代田(都) －5 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 7

令和 7 7 1

令和 7 7 8

千代田(都)　5 － 3 東京都 区部第１ 不動産鑑定士 濱田　哲司

一般財団法人日本不動産研究所

令和 7 7 1

令和 7 7 7

千代田区霞が関三丁目５３番２外
「霞が関３－７－１」

1,896

1：3.5 Ｓ 17F 1B

北44 m

都道、

四方路

水道、

ガス、

下水

商業
(80,700)
防火

（その他）

駐車場整備地区
(100,924)

30 100 80 0 高層事務所地

25 40 1,000 長方形

商業
(80,700)
防火
駐車場整備地区

総合設計を利用した高層事務所地 四方路                        +10.0
容積率                        +5.0
高低差                        -1.0

8,850,000

8,100,000

／

／

令和 7 5,770,000

16,200,000,000 8,530,000

□ □■

8,950,000

千代田 5 14

102.6

102.0 120.2

114.3
8,560,000

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

-1.0

+2.0

+19.0

0.0

0.0

千代田(都) 5 18

6,950,000

108.8

101.0 99.9

114.3
8,570,000

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

-3.0

+1.0

-2.0

+4.0

0.0

□ □

□ □

■
7,970,000

+7.0


